
第 1章 基本的な考え方 

 

人権は、歴史的には国家（各種公的権力を含む。）に対する個人の権利として、まず「国家から

の自由」と称される自由権（国家からの侵害を受けない個人の自由の領域を保障したものであって、

国家の不作為を要求する権利）、加えて「国家による自由」と称される社会権（国民が国家に対し

て一定の積極的作為を要求する権利）の内容を持つものと理解されてきました。 

そして、現在では、広く個人が社会や集団の中で尊重され、個々の生活や人間関係を維持発展す

るために必要な権利としても理解されています。 

日本国憲法においても、「包括的基本権」、「法の下の平等」といった総則的規定の下、精神的

自由権、経済的自由権、人身の自由などの「自由権」、生存権、教育を受ける権利、労働権などの

「社会権」が基本的人権として定められています。さらに以上の分類に含まれないものとして、「受

益権」（国務請求権）、「参政権」が定められています。 

このように、日本国憲法では豊富な人権規定がおかれていますが、戦後の急激な社会・経済の変

動によって憲法制定当時には想定できなかった問題が発生し、また人権意識の高まりによって「新

しい人権」が主張されるようになりました。例えば、健康で安全、快適な環境で生活することを求

める権利としての「環境権」や、私的生活の平穏を確保し、自己に関する情報を自らコントロール

する権利としての「プライバシーの権利」、他者の干渉・介入を受けずに個人の人格にかかわる事

項を自分自身で決定できる「自己決定権」などがこれにあたります。 

この基本方針は、これらの「新しい人権」も視野に入れた「人権」を対象とします。 
 
１ 基本方針改訂の経緯 

本県では、平成８（１９９６）年７月に全国に先駆けて制定した「鳥取県人権尊重の社会づくり

条例」においてお互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見のない人権

尊重の社会づくりに取り組むことを明らかにし、平成９（１９９７）年４月に策定したこの鳥取県

人権施策基本方針（以下、「基本方針」という。）で施策の基本的な方向を示すとともに、具体的な

事業を展開し、「人権先進県づくり」に取り組んできました。 

そして、社会情勢の変化等を踏まえ、平成１６（２００４）年、平成２２（２０１０）年、平成

２８（２０１６）年とこれまでに３度の基本方針の改訂を行い、人権が尊重される社会の実現に向

けて様々な取組を総合的に進めてきました。 

 

令和２（２０２０）年５月に実施した「鳥取県人権意識調査」結果によると、インターネット、

ハンセン病、障がい者などの人権問題の認識は比較的高く、性的マイノリティに関しても理解が進

んできたことが明らかになりました。しかし、一方で女性や子ども、高齢者、外国人の人権につい

ての認識が不足しており、より一層の対応が求められる分野も明らかになりました。 

こうした中、令和２（２０２０）年、新型コロナウイルス感染拡大という歴史的な危機に見舞わ

れ、不当な差別、偏見、いじめ等様々な人権問題が発生しインターネット等への書き込み等も多数

見られました。 

 

令和２（２０２０）年８月に施行した「鳥取県新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのクラ

スター対策等に関する条例」（時限条例）に新型コロナウイルス感染症に関することを理由にした差

別を禁止する人権条項を設けました。 
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さらに、新型コロナウイルス感染症に限らず全ての人権問題にかかる差別や誹謗中傷等を防止す

る取組を一層促進するため、令和３（２０２１）年４月、「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」を改

正、施行しました。改正後の条例では、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、

障がい、感染症等の病気、職業、被差別部落の出身であることその他の事由を理由とする差別行為

（インターネットを通じて行う行為を含む）を禁止しています。 

 

この度、このような状況を踏まえ鳥取県人権尊重の社会づくり協議会やパブリックコメント（※）

等、多くの県民の皆さんの御意見を反映して第４次改訂を行いました。 

 

※公的な機関が法令等を制定しようとするときに、広く公に（=パブリック）、意見・情報・改善案など（=コメン 

ト）を求める手続。 
 
 

２ 人権をめぐる社会の動き 

（１）国際的な動向 

・昭和２３（１９４８）年、第３回国際連合（以下「国連」という。）総会において「すべての

人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」が採択されました。 

・その第１条では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに

ついて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動し

なければならない。」と宣言しています。 

・この世界人権宣言の精神を実効性のあるものとするため、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に

関する国際条約」、「国際人権規約」、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、

「児童の権利に関する条約」、「障害者の権利に関する条約」など、多くの条約や規約等が採択

されました。 

・特に、昭和４１（１９６６）年につくられた「国際人権規約」は「経済的・社会的及び文化的

権利に関する国際規約（社会権規約）」「市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権的規

約）」からなり世界人権宣言と合わせた「国際人権憲章」としてビジネスに関しても「国際的

に認められた人権」として援用されています。 

 

・人権教育・啓発については、平成６（１９９４）年の第４９回国連総会で、平成７（１９９５）

年から平成１６（２００４）年までの１０年間を「人権教育のための国連１０年」とする決議

が採択され、世界各国において「人権教育」を積極的に推進するよう行動計画が示されました。 

・さらに、平成１７（２００５）年からは「人権教育のための世界計画」がスタートし、５年ご

とに「段階（フェーズ）」を区切り、重点領域を据えて進められてきました。 

・令和元年（２０２０）年からの第４段階では重点対象を若者とし、特に平等、人権と非差別、

包摂的で平和な社会のための包摂と多様性の尊重に力点が置かれています。 

 

・平成２３（２０１１）年、第１７回国連人権理事会において、企業と人権に関する国際的枠組

みとなる「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持されました。 

 

・平成２７（２０１５）年に国際サミットにおいて全会一致でＳＤＧｓが採択されました。ＳＤ

Ｇｓは「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現すべく、１７のゴ

ールと１６９のターゲットを定めています。ＳＤＧｓに掲げられた目標は貧困や保健、気候変

動等多岐に渡っており、中でも人権分野はＳＤＧｓのゴールの多くに関連しています。 
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（２）国内の動向 

・昭和２１（１９４６）年に日本国憲法が公布され、基本的人権の尊重を具現化するため、世界

的な動向も踏まえながら、人権に関する各種法制度の整備など、多くの取組が進められてきま

した。 

・また、「国際人権規約」、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、「女子に対する

あらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」、「児童の権利に関する条約」、「障害者の権利に関す

る条約」などを批准し、国際的人権擁護の潮流に沿う方向で人権施策の充実及び普及が図られ

てきました。 

 

・昭和４０（１９６５）年、同和対策審議会は「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と

平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である｣

とし、｢未解決に放置することは断じて許されないことであり、早急な解決こそ国の責務であ

り、国民的課題である」とする答申を行いました。その答申に基づき、昭和４４（１９６９）

年には「同和対策事業特別措置法」が制定され、以後名称を変えながら平成１４（２００２）

年まで３３年間にわたり、同和問題を解決するための施策が進められてきました。 

・このような同和問題の解決に向けた取組に続いて、「男女共同参画社会基本法」、「障害者基本

法」、「児童虐待の防止等に関する法律」、「高齢社会対策基本法」、「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律」などの法律が整備され、様々な人権に関する施策が進められ

てきました。 

 

・平成８（１９９６）年５月に国の地域改善対策協議会が、「同和問題の早期解決に向けた今後

の方策の基本的な在り方について」と題した意見具申を行いました。この中では、２１世紀を

「人権の世紀」と位置付け、「今後、差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教

育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人

の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発として発展的に（教育及び啓発を）再

構築すべきと考えられる。」と提言されています。 

 

・人権教育・啓発については、「人権教育のための国連１０年」の決議を受け、平成９（１９９

７）年、「人権教育のための国連１０年国内行動計画」が策定されました。 

・この計画では、「人権という普遍的文化」の構築を目指し、学校、社会、企業等あらゆる場を

通じて人権教育を展開すること、そして、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、アイ

ヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、刑を終えて出所した人などの重要課題への対応が示され

ました。 

 

・人権擁護施策の推進については「人権擁護施策推進法」が平成９（１９９７）年３月から５年

間の時限立法として施行されました。 

・その後、平成１２（２０００）年１２月に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権

教育・啓発推進法）」が施行され、平成１４（２００２）年３月には、「人権教育・啓発に関す

る基本計画」が策定されました。 

・この基本計画に基づき調査研究会議を設置し、平成１６（２００４）年に「人権教育の指導方

法等の在り方」、平成１８年に「指導方法等の工夫改善策などの理論的指針」、平成２０（２０

０８）年に「具体的な実践事例等の資料」を取りまとめて公表しました。 
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・さらに、「犯罪被害者等基本法」、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に

関する法律」、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」、「生活困窮者自立支援法」、「アイ

ヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」など、人権に関

わる法律が施行され、いまだに残る差別を解消するため、平成２８（２０１６）年 4月に「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」、６月に「本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」、

１２月に「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消法）」が相次いで施行されまし

た。 

 

・令和２（２０２０）年、国は国連人権理事会で支持された指導原則の着実な履行を目指すため、

ＳＤＧｓで掲げられた「誰一人取り残さない」社会の実現に向けた取組の 1 つとして「ビジネ

スと人権に関する行動計画（２０２０－２０２５）」を策定しました。この行動計画を通じ、

国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進に貢献し、企業の国際的な競争力及び持続可能性

の確保・向上を図ることとしました。 

 

・令和３（２０２１）年に金融庁と東京証券取引所は上場企業の行動指針を定めるコーポレート

ガバナンス・コード（企業統治原則）を改定し、人権問題については「積極的・能動的に取り

組むよう検討を深めるべき」としました。 

 

・令和２（２０２０）年、新型コロナウイルス感染拡大という歴史的な危機に見舞われ、不当な

差別、偏見、いじめ等様々な人権問題が発生しました。 

・令和３（２０２１）年「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され、新型コロナウイ

ルス感染症等による偏見・差別の防止について国や地方公共団体の責務規定が新たに設けられ

ました。 

 

（３）県内の動向 

・昭和４４（１９６９）年の「同和対策事業特別措置法」の制定を契機として、県、市町村、関

係団体などが連携しつつ同和問題解決のための様々な取組を積極的に進めてきました。 

・そのような状況の中で、県内のすべての市町村において、平成５（１９９３）年から平成７（１

９９５）年の間に部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃等に関する条例が制定されまし

た。 

・また、各都道府県にもこのような差別撤廃等の条例制定の動きが起きる中、平成８（１９９６）

年に本県は、「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」を全国に先駆けて制定しました。 

 

・平成９（１９９７）年１１月に「鳥取県人権文化センター」（現在は公益社団法人）が、県内

の人権に関する啓発・相談・研究等を行う中核機関として設立されました。 

・平成１４（２００２）年４月には、県民が生涯を通じて人権について学習し、人権尊重の理念

に関する理解を深めていくことを支援する人権学習、人権啓発の拠点施設として、「鳥取県立

人権ひろば２１（ふらっと）」を設置しました。 

 

・人権教育・啓発については、平成１１（１９９９）年２月に「人権教育のための国連１０年 鳥

取県行動計画－これからの人権教育・啓発－」を策定し、県が実施する学校、家庭、地域、職
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場などの各場面における生涯を通じた人権教育・啓発のあり方について、具体的、長期的な方

向を示しました。 

・その後、平成１６（２００４）年に「人権教育のための国連１０年」が終期を迎え、「鳥取県

人権施策基本方針第１次改訂」に基づいて、「鳥取県人権教育基本方針」を策定（平成１６（２

００４）年１１月）し同和教育で培われてきた原則を基底に位置付けながら、包括的に各種の

施策とあわせて人権教育・啓発を推進してきました。 

 

・平成１７（２００５）年１０月に人権侵害の救済を図ることを目的とした「鳥取県人権侵害救

済推進及び手続に関する条例」（以下「人権救済条例」という。）が議員提案で成立しましたが、

「人権侵害の定義が不十分」等多くの意見が寄せられたことを踏まえ、条例を抜本的に見直す

こととし、平成１８（２００６）年２月定例県議会で条例の施行停止を提案し、可決されまし

た。 

・その後、人権救済条例の代替策として、相談による支援を充実して問題の解決を図る「人権尊

重の社会づくり相談ネットワーク」を鳥取県人権尊重の社会づくり条例で根拠づける条例改正

と人権救済条例の廃止を提案し、可決されました。 

 

・新型コロナウイルス感染症の克服に向け令和２（２０２０）年８月に施行した「鳥取県新

型コロナウイルス感染症拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」（時限条例）

に新型コロナウイルス感染症に関することを理由にした差別を禁止する人権条項を設け

ました。 

・その後、令和３（２０２１）年４月に、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、

性自認、障がい、感染症等の病気、職業、被差別部落の出身であることその他の事由を理

由とする差別行為（インターネットを通じて行う行為を含む）を禁止する「鳥取県人権尊

重の社会づくり条例」を改正、施行し、人権が尊重される社会づくりを一層促進すること

としました。 

 

３ 人権尊重の基本理念 

こうした社会情勢等を踏まえ、日本国憲法の精神のもとに「お互いの人権が尊重され、誇り

をもって生きることができる差別と偏見のない社会」の実現をめざし、以下の人権尊重の基本

理念を掲げ、様々な施策を総合的に展開していきます。 

 

（１）一人ひとりが自己決定権に基づいて個性と能力を発揮（自己実現）する公平な機会が保障さ

れた社会の構築 

人間は一人ひとりそれぞれ異なった可能性を持っています。自分の人生を自ら決定して生き 

るという自己決定権に基づいて、各自が誇りを持って生きることができ、自己実現が保障され 

る社会の構築をめざします。 

 

（２）人権侵害、差別をもたらす社会的要因の解消と一人ひとりの人権意識の高揚 

鳥取県人権意識調査（令和２年５月）によると、人権侵害、差別意識などは未だ解消されて 

いないことがうかがえます。 

人の心理面における差別(いわゆる差別意識）、その差別意識に基づく差別発言や差別的取扱 

い等の差別行為、そして差別の結果として生じている差別実態等は、過去の差別的な制度、取

扱いが積み重ねられた結果との認識を持ち、県民の理解を深め、それらを解消するための施策

を積極的に進めていきます。 
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   また、各人が自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に 

伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重し合うことができるよう、施策を推進します。 

 

（３）すべての人の尊厳と社会参加が保障され、等しく社会の一員として尊重される社会の実現 

   県では、ＳＤＧｓの理念「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」 

を踏まえ、グローバル化やデジタル化の進展に伴う新たな人権課題を解決し、誰もが地域社会 

の一員として支え合う中で安心して暮らし、一人ひとりが尊重される社会の実現を目指します。 

 

 

４ 基本方針の位置付け 

   この基本方針は、「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」第６条に基づき策定する人権施策の

基本となるべき方針であり、県や市町村、関係団体、ＮＰＯ等民間団体、企業等が連携、協働

して、人権意識の高揚や人権尊重の取組を進めていくための県の人権施策の中・長期的な方向

性を示すものです。 

また、今後の本県の目指すべき姿と実現への取組方針をまとめた「鳥取県の将来ビジョン」

をはじめ、県の策定した各種計画に基づく施策は、この基本方針との整合性に留意しつつ推進

していくとともに、新たな計画の策定及び各種計画の改訂の際には、人権尊重の視点を一層盛

り込むことにより、人権施策を総合的に推進していくこととします。 

なお、この基本方針はおおむね５年後の令和８（２０２６）年を目途に見直しを行います。 
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